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目 的 

渓流魚場で大型魚の持ち帰りを制限した場合，大型

魚ほど産卵量が多いので，再生産が増加することが期

待できる。しかし，河川環境や気象条件によって親魚

の体サイズや個体数が強く制限されている場合，大型

魚を守るような全長制限を導入しても期待される資源

増大効果が見られない可能性がある。逆に，このよう

な漁場でも大型魚を守ることで再生産が増加すること

が実証できれば，大型魚を守ることの効果を強い確信

を持って示すことができる。 

そこで，イワナ漁場において，親魚サイズを人為的

に設定し，翌春の浮上稚魚数を調査した。 

 

材料および方法 

調査場所 栃木県北部の藤花沢（湯西川漁協管内）

において調査を実施した（図 1）。この漁場には，在来

イワナが生息しており，放流は行われていない。禁漁

河川ではないが，木の枝などの障害物で水面が覆われ，

物理的に釣りができない場所も多い。これまでの調査

で高い生息密度が維持されていることが確認されてお

り，漁獲圧は低いと考えられる。また，イワナの最大

全長は 26cm ほどであり，成長は良くないと考えられ

る。 

 

図 1 調査場所 

 

調査方法 調査方法のイメージを図 2 に示した。調

査は平成 25 年から 28 年の 4 年間，堰堤で挟まれた連

続する 3 区間で実施した（図 1）。産卵前の 10 月上旬

に電気ショッカーを用いて，できる限り取り残しのな

いように各区間 2 回のイワナの採捕を行い，雌雄別に

全長・体重を記録した。広い範囲で多くの個体を採捕

したほうが，調査河川の個体群を良く反映する結果が

得られると期待される。そこで，3 区間をプールした

データが，調査河川の平均的な個体群（やや漁獲の影

響を受けている個体群）の状態を示すと仮定し，各区

の個体を入れ替えることで実験区を設定した。イワナ

ではより大型の個体から釣られる傾向が報告されてお

り，
1)  

一般的に大型魚ほど持ち帰り率も高いと考えら

れることから，“通常規則区”では 15cm 超のイワナに

ついて大型個体ほど平均的な個体群より少なくなるよ

うに設定した。“スロット・リミット区”では，15cm

以下および 20cm より大きな個体の持ち帰り禁止とい

うスロット・リミットの導入を仮定し，平均的な個体

群よりも 15cmより大きく 20cm以下の個体の割合が少

なく，20cm より大きな個体の割合が多くなるように設

定した。“漁獲なし区”では，平均的な個体群より 15cm

より大きな個体の割合が多くなるように設定した。翌

年の 6 月上旬に，各区間 2 回のイワナ稚魚の採捕を行

い，採捕個体数に基づいた除去法によってイワナ稚魚

の生息個体数をそれぞれ推定した。除去法による個体

数推定にはプログラム CAPTURE を用いた。  

 

図 2 調査方法のイメージ 

 

統計解析 今回設定した実験区は 1 河川の隣り合う

3 区間であるため，その年の気象条件は共通である。

また，河川環境の影響を排除するために，区間ごとの

設定を毎年変更している。つまり，実験区によって有

利不利（産卵しやすい，稚魚までの生残率が高いなど）

があった場合に，常に有利となる設定や不利となる設

定ができないようにしている。調査河川のイワナは在

来個体群であり，各区の個体をプールして入れ替える

ことで実験区を設定しているので，遺伝的な背景は均

一であると見なせる。つまり，同じサイズの親魚から

は同じ産卵量が期待できると考えた。ただし，設定ご

とに親の数を揃えることはできなかった。例えば，同
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じスロット・リミット区でも親が多い年ほど稚魚も多

くなることが期待されるので，成熟メスの尾数の違い

を考慮して稚魚数を評価する必要がある。 

 そこで，統計ソフト R（version 2.15.2）を用いて，

稚魚数を応答変数，説明変数を設定と調査年，連結関

数を log，オフセット項を log（成熟メスの尾数），No

をランダム効果とし，ポアソン分布を仮定した一般化

線形混合モデル（GLMM）で解析を行った。 

 

結果および考察 

稚魚数は，平成 26 年，平成 27 年はスロット・リミ

ット区で最も多く，通常規則区で最も少なかった（表 

1）。平成 28 年は漁獲なし区で最も多く，通常規則区で

最も少なかった。 

 

表 1 各区の設定と春の稚魚数 

 
GLMM の結果，漁獲なし区と比べた浮上稚魚数が，

通常規則区では，e-0.9865
＝0.37 倍，スロット・リミッ

ト区では，e0.0276
＝1.03 倍となることが示された（表 

2）。係数の比較から稚魚数は， 
スロット・リミット区：通常規則区 
 ＝ 2.78（1.03/0.37） ： １    
となった。 

 
表 2 稚魚数を説明する GLMM の諸元 

（漁獲なし区と H26 の係数が 0 として計算される） 

 
 
秋に採捕されたイワナの最大全長は，H26 が 23.8 

cm，H27 が 25.6 cm，H28 が 23.7 cm であった。ま

た，10 cm より大きいサイズクラスに占める全長 20 
cm より大きい個体の割合は，H26 が 20%（21/104），
H27 が 6%（11/196），H28 が 7%（17/232）であった。

県内 17 地点で産卵期のイワナを採捕した調査（未発

表データ）では，10 cm より大きいサイズクラスに占

める全長 20 cmより大きい個体の割合は平均 33%だっ

た。したがって，本漁場は大型魚が少ない漁場と言え

る。このような，大型魚を守る全長制限の効果が発揮

されにくいと予想される漁場であっても，大型魚を守

ることにより稚魚数が約 3 倍に増加することが確かめ

られた。 
現在，ほとんどの渓流漁場では制限体長以上の個体

のうち，大型魚から優先的に漁獲されていると考えら

れる。しかし，むしろ制限体長以上の個体のうち，小

型魚を漁獲して大型魚を保護したほうが，再生産が増

加することが示された。また，個体群モデルによるシ

ミュレーションでも，イワナでは，若齢魚を保護して

高齢魚から漁獲するよりも，繁殖力のある高齢魚を保

護して制限体長以上の若齢魚から優先的に漁獲したほ

うが，より多くの漁獲量を持続的に得られることが示

されている。
2) 

つまり，大型魚を保護することは，再

生産を増加させることで長期的には漁獲量の増大にも

つながる。ただし，大型魚だからこそ持ち帰りたいと

いう釣り人のニーズは満たせない。そこで，本流につ

いてはこれまで通りとし，支流でのみ大型魚の持ち帰

りを制限するといった方策が効果的かもしれない。イ

ワナは，産卵のために支流をよく利用する。
3) 

したが

って，支流での大型魚の持ち帰りを禁止することは，

再生産の増大に効果的であると考えられる。 
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